
17　広報西ノ島 12月号

お知らせ

【職 種】弁当、揚げ物、惣菜等の
　　　　　　 製造及び陳列

【勤務時間】社　員　7:00 ～ 16:00
　　　　　  パート　8:00 ～ 12:00

【給 与】社　員　日給 8,000 円
　　　　　  パート　時給 850 円

【待 遇】制服貸与、交通費支給
　　　　　　　　　　　　（当社規定）

【勤 務 地】ユアーズ

【資 格】不問

【勤 務 日】要相談（パート）】要相談（パート）

《お問い合わせ先》
九州惣菜株式会社

TEL：0120-400-019（採用係）

ユアーズ惣菜コーナー “ 彩花 ”

社員及びパート募集
西ノ島町の広報誌に広告を

掲載してみませんか？

●お店の紹介

●イベント広告

●メンバー募集

●ひと月だけでもＯＫ

興味のある方は西ノ島町役場
企画財政課 6-0105 まで
お問い合わせください。

※掲載スペースには限りがありますので、
　申込多数の場合は先着順とさせて頂きます。

狩猟期間が始まります

3.土地所有者の承諾
　垣・柵等で囲まれた土地、作物のある土地で狩猟をする場合は、土地所有者（占有者）の承諾を得ること
が必要です。

2.法による銃猟禁止区域等

4.ハンターの皆様へ ※要注意※
　冬季は、山林や畑で仕事をしている方がいますので、ハンターの皆様は、くれぐれも事故のないよう安全
確認を徹底して下さい。また、法令やマナーを遵守して下さい。

5.住民の皆様へ
　ハイキングや畑仕事等で入山される場合には目立つ色の服を着用し、携帯ラジオをか
けるなど、自分の存在をハンターにアピールして下さい。
　狩猟している場所へ遊びで近づかないよう、お願いします。

狩猟が禁止されている場所

・鳥獣保護区（焼火山南側）
・公道（私道でない道路全般・赤道も含む）
・公園法の特別保護地区
・社寺境内、墓地　など

銃猟が禁止されている場所等
（狩猟禁止場所に右記を追加）

・市街地又は、人家、人の集まる場所
・人畜・建物・自動車・船舶等に弾丸が到達するおそれのある方向での発砲

銃猟の時間規制
・日没後から日の出前までの銃猟は禁止（日没後から日の出前までの時刻は、

日光の明暗ではなく、暦による日没・日の出の時刻となります。）

1. 狩猟期間
　○ ＪＡしまね隠岐どうぜん地区本部が管理する牧野内：12 月 11 日（金） ～ 2 月 15 日（月）まで
　○ 上記以外の狩猟可能場所：11 月 15 日（日） ～ 2 月 15 日（月）まで

狩猟期間が始まります狩猟期間が始まります

広報西ノ島 12月号　16

お知らせ

浦郷店　（６）0528
別府店　（７）8667

お申し込みは、

12月1日～20日頃
までにお願いします。

お電話お待ちしております。

お申し込み先
もちっこ
河内商店
ＫＡＷＡＵＣＨＩ

　　1,150 円
　　 850円
　 550 円

　　 400円

雑煮もち１升
（約３５個分）
2,150 円（税込価格）

正月用杵つき餅

（税込価格）

ご予約承り中！奥出雲産ヒメノモチ(100%)使用

つきたての美味しい
お米で新年を！！

お供もち（１組）

西ノ島町では利活用可能な空き家を紹介する「空き家バンク制度」を実施しています。登録申し込みを受
けた情報を、町内への定住等を目的として空き家の利用を希望する方々に紹介する制度です。また、空き家
の登録促進を目的として、空き家所有者が残置物処分や空き家内外のクリーニングを行う場合、予算の範囲
内で空き家バンク登録支援事業補助金を交付しております。※下記表参照

空き家バンク等に関するご相談につきましては、役場観光定住課 （☎ 08514-7-8131）までお問い合わせく
ださい。

種　　類 補助対象経費 補助金額

残置物処分費 空き家の残置物処分及び庭木の剪定や除草等
に要する費用

対象経費の 10 分の 10 以内
上限：10 万円

ハウスクリーニング費 空き家の内外部クリーニングに要する費用 対象経費の 10 分の 10 以内
上限：10 万円

空き家バンク登録支援事業補助金のご案内

空き家バンク制度のイメージ

問い合わせ

情報提供

利用申請

物件募集

申請・登録

空き家所有者
貸したい人
売りたい人

利用希望者
借りたい人
買いたい人

西ノ島町

交渉・契約

す ま い る
癌体験者の方、治療中の方、ご家族の方、
一緒にお茶を飲みながらお話しませんか？

　同じ体験をした者同士、気持ちを分か
り合いたいと思い、患者主催の癌サロン
「すまいる」を立ち上げ活動しています。
　会員制ではありませんので、お気軽に
お問い合わせください。

　12月から別府交流センター前にピン
クリボンのイルミネーション
を点灯します。

　「すまいる」は、赤い羽根
共同募金の配分金で活動させ
ていただいています。

【お問い合わせ先】
隠岐保健所・島前保健環境課

TEL : 7-8121
NISHINOSHIMA

Pink
Ribbon
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